
 

 

 

 

 

令和８年 上里町教育委員会 第１回 定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上里町教育委員会 

  



令和８年第１回上里町教育委員会定例会 議事日程 

 

日 時 令和８年１月２０日（火）午前９時３０分 

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 議 事 

（１）承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（２）承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（３）議案第 １号 令和７年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

（４）その他 

 

４ 教育長報告 

 

５ その他の事項 

 

次回の教育委員会日程について    日 時 令和８年 ２月  日（ ） 時 分 

                    場 所  

 

６ 閉 会 

 

  【 休 憩 】 

 

〇 教育委員会報告・連絡会議 

  



令和８年第１回上里町教育委員会会議録 

招集月日 令和８年１月２０日（火） 

招集場所 上里町役場３階 教育委員会室 

会議日程 開会 午前 ９時３０分 閉会 午前  時  分 

招集者及び宣告者 教育長 齊藤 雅男 

議長 教育長 齊藤 雅男 

委員出席状況 

 

※出席者○印・欠席者×印 

〇 教育長 齊藤 雅男 〇 委 員 髙階 良雄 

〇 委 員 池田 浩美 〇 委 員 岡村 和美 

〇 委 員 梅林 正樹  

説明のために出席した

職員 

教育総務課長 及川 慶一 教育指導課長 櫻井 達夫 

生涯学習課長 須藤 秀 教育総務課長補佐 吉村 香織 

  

  

 



１．開会 

教育長 

 

 

２．前回会議録の承認 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

３．議事 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜挨拶・開会宣言＞ 

 

 

前回会議録の確認をお願いします。ご質疑等ございましたらご発言願います。 

 

 

＜特になし＞ 

 

特にないようですので、前回の会議録につきましては、ご承認いただけたも

のといたします。事務局は手続きをお願いします。なお、今回の会議録署名委

員は、梅林委員にお願いいたします。 

 

 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日は、承認が 2 件、議案

が 1 件となります。 

なお、議案第 1 号は、個人情報が含まれる内容でありますので、会議の内

容を非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜了解＞ 

 

では、議案第１号につきましては、会議の内容を非公開とさせていただき

ます。 

 それでは、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」を議題と

いたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 ご提案申し上げました、承認第１号「専決処分の承認を求めることについ

て」の提案説明を申し上げます。 

 提案理由でございますが、令和７年上里町議会臨時会へ教育予算（１２月

補正（臨時））を提出したため、本案を提出するものであります。 

 概要及び内容について、ご説明申し上げます。 

 概要でございますが、令和７年度上里町教育予算（１２月補正（臨時））に

ついて、緊急に事務処理を行う必要があり、かつ、委員会を招集する時間が

なかった為に令和７年１２月２６日付にて上里町教育委員会教育長に対する

事務委任規則第２条第２項の規定により専決処分したので、同規則第３条第

１項の規定に基づき、委員会にこれを報告し、その承認を求めるものであり

ます。 

 続きまして、内容でございます。１として予算の補正でありますが、歳出予

算の総額に７９万１千円を増額し、総額を１５億３，３２４万２千円とする

ものです。また、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の金額は、「第１表 歳出予算補正」のとおりであります。 

 次のページ第１表をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 項１教育総務費は、７９万１千円の増額補正で、幼稚園物価高騰対策給付

事業の増額です。 

 以上で、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」の提案及び

内容説明とさせていただきます。 

 慎重審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、担当よりお手元の「令和７年度上里町教育予算（１２月補正

（臨時））に関する説明書」で説明をさせていただきます。 

 

 令和 7 年度上里町教育予算（１２月補正（臨時））の詳細につきまして、ご

説明いたします。「上里町教育予算（１２月補正（臨時））に関する説明書」

の１ページをご覧ください。  

 款 9 教育費 項 1 教育総務費の表、右の説明欄をご覧ください。 

「幼稚園物価高騰対策給付事業」は７９万１千円の増額です。内容でござい

ますが、「１８負担金、補助及び交付金」の増額です。こちらは、エネルギ

ー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町内の幼稚園に対し、国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し給付金を交付するため補助金

を増額するものでございます。このうち「国庫支出金」７４万９千円が交付

金として充当される見込みとなっております。なお、１２月２６日付け専決

処分書の写しを添付しております。以上で、上里町教育予算（１２月補正

（臨時））の詳細説明とさせていただきます。 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

＜特になし＞ 

 

 承認第１号の件につきましては、事務局提案のとおり承認することでよろ

しいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

 承認第１号は、事務局提案のとおり承認されました。 

 

 続きまして、「承認第 2 号 専決処分の承認を求めることについて」を議題

といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 ご提案申し上げました承認第２号専決処分の承認を求めることについての

提案説明を申し上げます。はじめに提案理由でございます。エネルギー・食料

品価格等の物価高騰の影響を受けた町内の幼稚園に対し給付金を交付するた

め上里町幼稚園物価高騰対策給付金交付要綱を制定したため、本案を提出す

るものであります。次に、概要でございます。提案理由で申し上げましたが、

このたびの燃料費や食料品価格等の高騰による影響を受けた幼稚園に対し、

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し給付金を交付するこ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

教育長 

 

委員 

 

ととなったため上里町幼稚園物価高騰対策給付金交付要綱を制定するもので

あります。続きまして、内容でございます。１ページをご覧ください。 

 第１条では、本要綱の趣旨について、幼稚園に対して給付金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものと規定しております。 

 第２条では、給付対象者について、条文では根拠法令を掲載しております

が、具体的に申し上げますと、町内にあります神保原幼稚園と上里幼稚園の

２園とするものと規定しております。 

 第３条では、給付額について、令和７年１２月１日現在の在園者数に１人

当たり７千円を乗じて得た額の合計額を１回限り交付すると規定しておりま

す。 

 第４条では、給付金の交付の申請について、申請をしようとする幼稚園は

令和８年２月２７日までに町長あて申請書を提出するものと規定しておりま

す。 

 第５条では、給付金の交付決定等について、町長は申請内容を精査し、交

付の可否を決定し、その旨を申請者に通知し、給付金の交付決定をしたとき

は、幼稚園が指定する口座に給付金を振り込むと規定しております。 

 ２ページをご覧ください。 

 第６条では、交付の取消し等について、給付金の交付を受けたものが、偽

りその他の不正行為や、町長が給付金の交付が適当でないと認めたときは交

付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した給付金を返還させることが

できると規定しております。 

 第７条では、その他として、この要綱に定めるもののほか、給付金の交付

に関し必要な事項は、町長が別に定めると規定しております。 

 附則では、施行期日を公示の日から施行するとしており、１２月２６日と

なります。また、令和８年３月３１日限りでその効力を失うものしておりま

すが、同日までに交付の決定を受けたものについては、同日後もその効力を

有すると規定しております。 

 ３ページから５ページは要綱に付随する申請書等でございます。交付申請

書兼請求書、交付決定通知書、不交付決定通知書でございます。 

 なお、１２月２６日付け専決処分書を添付しております。 

 以上で、上里町幼稚園物価高騰対策給付金交付要綱の提案及び内容説明と

させていただきます。 

 慎重審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

＜特になし＞ 

 

 承認第２号の件につきましては、事務局提案のとおり承認することでよろ

しいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 



教育長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

 

４．教育長報告 

教育長 

 

 

 

 承認第２号は、事務局提案のとおり承認されました。 

 

 続きまして、「議案第 1 号 令和７年度要保護及び準要保護児童・生徒の認

定について」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 議案第１号令和 7 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について、ご説

明申し上げます。提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を

認定し、学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容についてご説明申し上げます。 

 始めに概要でございますが、令和 7 年 12 月 16 日から令和 8 年 1 月 15 日

までに申請のありました、新規の申請者及び 1 月 15 日までに申請のありまし

た令和 8 年 4 月に町立小学校に新たに就学を予定している児童の保護者から

の申請にについて、上里町要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱第

5 条に基づき、認定を行うものであります。 

 ＜申請者の詳細説明内容は非公開＞ 

 なお、本案の認定開始は、令和 8 年 1 月 1 日からとなります。 

 以上で、令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についての、提案

及び内容説明とさせていただきます。 

 慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 ＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか？ 

 

＜特になし＞ 

 

 議案第 1 号につきましては、事務局提案のとおり決することでよろしいで

しょうか。 

  

＜異議なし＞ 

 

 ありがとうございます。議案第 1 号は、事務局提案のとおり決定されまし

た。続きまして、「その他」ですが、委員の皆様から何かご提案等ございます

か。 

 

＜特になし＞ 

 

 

 

 続きまして、４の教育長報告に移らせていただきます。 

 前回の定例教育委員会以降の内容になります。 

 12 月 26 日全員協議会・臨時議会がありました。1 月 1 日元旦歩け走ろう

会で忍保グランドから上里ゴルフ場の周囲を一周する事業がありました。1

月 11 日は二十歳の集いがワープ上里で行われました。1 月 14 日は町村教育



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他の事項 

教育長 

 

         委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

６．閉会 

教育長 

 

長会議が滑川町でありました。1 月 18 日にどんど焼きまつりが堤調節池で行

われました。また、同じ日に日本フィルプライマリーコンサートがワープ上

里で木管五重奏が行われ、上里中学校、上里北中学校の吹奏楽部との合同演

奏会が行われました。子供たちは緊張していました。そして、本日が定例教

育委員会で、この後、上里町いじめ問題対策連絡協議会が役場の 4 階会議室

で行われ、午後は北部地区教育長会議が行われます。明日は、課長会議が行

われ、夕方にはオーストラリアにホームステイした生徒の体験報告会が行わ

れます。1 月 28 日は講師に松本先生をお迎えして児玉地区教育委員会連合会

研修会が行われます。皆さんにもご参加をよろしくお願いします。2 月 1 日は

こどものど自慢大会がワープ上里で行われます。昨年も行われましたが、小

さなお子さんから高校生までが参加さいて賑やかに行われます。2 月 12 日第

1 回給食組合定例教育委員会が給食センターで予定されています。最後に、2

月 15 日上里郷土芸能祭がワープ上里で行われます。私からは以上になりま

す。 

 

 

 続きまして、その他の事項としまして、委員の皆様から何かございますか 

 

＜特になし＞ 

 

 無いようですので、最後に次回の定例教育委員会の日程をおはかりいたし

ます。既に日程調整をさせていただいていますが 2 月２０日午前９時３０分

から定例委員会をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか 

＜特になし＞ 

 

次回の定例教育委員会の日程をお諮りいたします。2 月 20 日（金）午前 9 時

30 分からお願いしたいと思いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょう

か。 

 では、次回の定例委員会は、2 月 20 日（金）午前 9 時 30 分からでよろし

くお願いします。 

 

 

 本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。 

 以上をもちまして、1 月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

会議録署名人（教育長） 

 

会議録署名人（委員） 

 

会議録調製者（教育総務課長） 及川 慶一 



 


